
(証券コード 1972)

平成27年６月11日

株 主 各 位

東京都港区芝浦四丁目 13 番 23 号

三晃金属工業株式会社
代表取締役
社 長

右 田 裕 之

第66期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜りありがたく厚く御礼申しあげます。

　さて、当社第66期定時株主総会を下記により開催いたしますので、

ご出席くださいますようご通知申しあげます。 敬 具

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますの

で、後記株主総会参考書類をご検討くださいまして同封の議決権行使書用紙に賛否を

ご表示いただき、平成27年６月25日（木曜日）午後５時30分までに到着するよう、折

り返しご送付くださいますようお願い申しあげます。

(当日総会へご出席の方は同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。）
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記

１. 日 時 平成27年６月26日（金曜日）午前10時

２. 場 所 東京都港区芝浦四丁目13番23号

MS芝浦ビル 11階 当社本社会議室

３．目的事項

報告事項 第66期（自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日）事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容並びに

会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

決議事項

　第１号議案 剰余金配当の件

　第２号議案 取締役12名選任の件

　第３号議案 監査役１名選任の件

　第４号議案 補欠監査役１名選任の件

　第５号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

以 上

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

株主総会参考書類並びに招集通知に添付すべき事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正すべき事項

が 生 じ た 場 合 は、 修 正 後 の 事 項 を イ ン タ ー ネ ッ ト 上 の 当 社 ウ ェ ブ サ イ ト

（ http://www.sankometal.co.jp ）に掲載いたします。
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添 付 書 類

事 業 報 告

（自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日）

１. 企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、先進国を中心とした海外経済の回復に

伴う輸出の持ち直しや、企業収益が改善するなかでの設備投資の増加などにより、

引き続き緩やかな回復基調にありました。

このような状況下、当社グループは事業環境の好転を背景に受注量の確保、工

事・販売原価管理の徹底に向けて努力してまいりました。

　この結果、受注高は344億2千9百万円と、前連結会計年度と比べ4億4千1百万円

（△1.3％）の減少となりましたが、高水準を維持いたしました。

　売上高につきましては347億3千7百万円と、前連結会計年度と比べ16億8千8百万

円（5.1％）の増収となり、経常利益につきましては、工事原価管理の強化により

23億1千1百万円と、前連結会計年度と比べ8億5千7百万円（59.0％）の増益となり

ました。

当期純利益につきましては14億9千8百万円と、前連結会計年度と比べ2億8千8百

万円（23.9％）の増益となりました。

(2) 対処すべき課題

今後も予断を許さない経営環境が想定され、当社は引き続き受注量の確保と一

層の収益力の強化を主眼に ①技術力の向上 、②戦略商品の拡販、 ③業務効率の

改善（システム対応を含む） を最重要課題として鋭意推進してまいります。

特に戦略商品につきましては、太陽光発電屋根及び改修工事を最重点分野とし

てなお一層の拡販に注力してまいりますが、併せて、技術力の向上はもとより、

営業・工事基盤の強化・改善に向けた取り組みを進めてまいります。
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(3) 設備投資の状況

企業集団における設備投資の総額は、11億1千8百万円であり、その主なものは

当社深谷製作所事務所棟の新設、長田野製作所工場建屋改修、深谷・長田野製作

所における太陽光発電装置設置、屋根事業、建材事業における生産設備の新設・

更新等であります。

(4) 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

該当事項はありません。

(5) 他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

(6) 重要な親会社等及び子会社の状況

　① 親会社等との関係

親会社はありません。

新日鐵住金株式会社、日新製鋼株式会社及び日本鐵板株式会社は当社の大株主

（８頁に記載）であり、当社は新日鐵住金株式会社及び日新製鋼株式会社の持分法

適用会社であります。

当社は主として新日鐵住金株式会社・同グループ会社及び日新製鋼株式会社等

より、日本鐵板株式会社その他を仕入先として原材料を調達しております。

　② 重要な子会社の状況

　 会社名 　資本金 　出資比率 　 主要な事業内容

水上金属工業株式会社
　 百万円
　 30

　 ％
　 100

・鉄鋼製品の製作販売
・建材加工品の製作販売

当社の連結子会社は水上金属工業株式会社１社であります。
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(7) 財産及び損益の状況

　① 企業集団の財産及び損益の状況

期 別
項 目

第 63 期
(23.４～24.３)

第 64 期
(24.４～25.３)

第 65 期
(25.４～26.３)

第 66 期
(当連結会計年度)
(26.４～27.３)

受 注 高 －百万円 －百万円 34,871百万円 34,429百万円

売 上 高 － － 33,049 34,737

経 常 利 益 － － 1,453 2,311

当 期 純 利 益 － － 1,209 1,498

１株当たり当期純利益 － － 30円63銭 38円86銭

総 資 産 －百万円 －百万円 26,152百万円 26,725百万円

純 資 産 － － 10,567 12,188

　 （注）第65期より連結計算書類を作成しておりますので、第64期以前の各数値は記載しておりま
せん。

　② 当社の財産及び損益の状況

期 別
項 目

第 63 期
(23.４～24.３)

第 64 期
(24.４～25.３)

第 65 期
(25.４～26.３)

第 66 期
(当期)

(26.４～27.３)

受 注 高 28,545百万円 31,582百万円 34,871百万円 34,184百万円

売 上 高 29,507 29,085 33,049 34,493

経 常 利 益 188 770 1,453 2,320

当 期 純 利 益 71 105 867 1,509

１株当たり当期純利益 1円82銭 2円66銭 21円98銭 39円13銭

総 資 産 24,742百万円 23,868百万円 25,134百万円 25,960百万円

純 資 産 9,882 9,968 10,442 12,043
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(8) 部門別受注高及び売上高

前期繰越受注高 当 期 受 注 高 当 期 売 上 高 次期繰越受注高

当
社

屋
根

長 尺 屋 根 10,192百万円 25,857百万円 24,772百万円 11,277百万円

Ｒ ― Ｔ 371 680 693 358

ハ イ タ フ 894 2,443 2,270 1,067

ソ ー ラ ー 2,050 839 2,460 430

小 計 13,509 29,820 30,196 13,133

塗 装 43 412 344 111

建 材 － 3,917 3,917 －

売 電 － 33 33 －

合 計 13,553 34,184 34,493 13,244

子
会
社

屋 根 部 材 － 244 244 －

　企業集団合計 13,553 34,429 34,737 13,244

(注)子会社：水上金属工業株式会社

　
(9) 主要な事業内容（平成27年３月31日現在）

　① 当社

屋根・壁及び各種建材・塗装等の製造・加工・施工・販売並びにこれらに附帯

する建設工事の設計・請負事業

　② 水上金属工業株式会社

　鉄鋼製品及び建材加工品の製作販売

　
(10)主要な事業所（平成27年３月31日現在）
　① 当社

本 社： 東京都港区芝浦四丁目13番23号

支 店： 東京・横浜・名古屋・大阪・中国(広島県)・九州(福岡県)・

北海道・東北(宮城県)

製 作 所： 深谷(埼玉県)・長田野(京都府福知山市)・滋賀(滋賀県東近江市)･

江別(北海道)

　② 水上金属工業株式会社
本社工場： 山口県光市大字小周防虹川1100番地の7
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(11)使用人の状況（平成27年３月31日現在）

使 用 人 数 前期末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数

当 社 441名 42名増 41.3歳 15.8年

水上金属工業株式会社 37名 1名減 44.9歳 17.6年

企 業 集 団 合 計 478名 41名増 41.5歳 15.9年

(注) 他社への出向者（６名）及び派遣社員は除いております。

(12)主要な借入先（平成27年３月31日現在）

借 入 先 借 入 金 残 高

株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 600百万円

(13)剰余金配当等の決定に関する方針

　① 剰余金の配当等

当社は、経営基盤強化に必要な内部留保の充実をはかりながら、適正な利益還

元を行っていく方針であります。当社の剰余金の配当は期末配当の年1回を基本方

針としております。期末配当の決定機関は従前どおり株主総会であります。

② 自己株式の取得

当社は自己株式の取得につきましては、機動性を確保する観点から、定款第42

条の規定に基づき取締役会の決議によることと致します。取締役会においては、

機動的な資本政策等の遂行の必要性、財務体質への影響等を考慮したうえで、総

合的に判断することと致しております。
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２. 会社の株式に関する事項（平成27年３月31日現在）

(1) 発行可能株式総数 120,000,000株

(2) 発行済株式の総数 38,564,374株(自己株式1,035,626株を除く。)

(3) 当事業年度末の株主数 4,030名

(4) 大株主

株 主 名
当社への出資状況

持株数 (持株比率)

新 日 鐵 住 金 株 式 会 社 6,229千株 (16.15％)

日 新 製 鋼 株 式 会 社 6,229 (16.15 )

日 本 鐵 板 株 式 会 社 4,567 (11.84 )

日 本 ト ラ ス テ ィ ・ サ ー ビ ス
信 託 銀 行 株 式 会 社

2,393 ( 6.21 )

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 839 ( 2.18 )

株 式 会 社 三 菱 東 京 UFJ 銀 行 580 ( 1.50 )

大 久 保 敬 一 510 ( 1.32 )

三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 信 託 銀 行 株 式 会 社 500 ( 1.30 )

大 和 証 券 株 式 会 社 285 ( 0.74 )

小 泉 道 暢 260 ( 0.67 )

(注) 1. 上記の持株数のうち信託業務に係る株式数は次のとおりであります。
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 2,393千株
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 839千株

2. 当社は、三菱UFJ信託銀行株式会社及び株式会社三菱東京UFJ銀行の持株会社であります株
式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの株式180千株（出資比率0.00％）を所有してお
ります。

　 3. 当社は、自己株式1,035,626株を保有しておりますが上記の大株主からは除いております。
4. 持株数は、千株未満を切り捨てて表示しており、持株比率は自己株式を除く発行済株式の

総数に対する所有株式数の割合であります。

(5) その他株式に関する重要な事項

該当事項はありません。
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３. 会社役員に関する事項

(1) 取締役及び監査役の氏名等（平成27年３月31日現在）

地 位 氏 名 担当及び他の法人等との重要な兼職の状況

代表取締役社長 右 田 裕 之

専 務 取 締 役 吉 岡 成十省 経理部、営業総括部、海外営業に関する事項管掌

常 務 取 締 役 塩 田 康 海 総務部に関する事項管掌

常 務 取 締 役 北 澤 進
技術総括、技術部、安全・工事総括部、ステンレス・シート
防水技術部、品質管理部に関する事項管掌

常 務 取 締 役 吉 原 正 基 建材事業部、製造部に関する事項管掌

常 務 取 締 役 大 内 力 男 名古屋支店長

取 締 役 吉 井 郁 雄 東京支店長、東京支店営業部長兼務

取 締 役 利根川 操 建材事業部長

取 締 役 堤 孝 二 営業総括部長

取 締 役 右 田 彰 雄 新日鐵住金株式会社執行役員薄板事業部薄板営業部長

取 締 役 入 江 梅 雄 日新製鋼株式会社代表取締役副社長執行役員

取 締 役 森 谷 英 之 日本鐵板株式会社代表取締役社長

常任監査役(常勤) 大 村 欣 也

常 勤 監 査 役 松 本 宏 之

監 査 役 野 口 博 司
新日鐵住金株式会社薄板事業部薄板企画部主幹(部長代理)、
(兼務)薄板事業部薄板営業部主幹(部長代理)

(注) 1. 取締役右田彰雄、入江梅雄、森谷英之の各氏は社外取締役であります。
2. 監査役大村欣也、野口博司の両氏は、社外監査役であります。
3. 監査役大村欣也氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員であります。
4. 当期中の主な取締役の異動については次のとおりであります。
　 第65期定時株主総会の終結のときをもって取締役栗田修二、永井峻の両氏は任期満了によ

り退任し、新たに利根川操、堤孝二、森谷英之の各氏が取締役に選任され就任いたしまし
た。
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(2) 取締役及び監査役の報酬等の額

取締役 13名 183,752千円 (うち社外取締役 3名 －千円)

監査役 3名 38,789千円 (うち社外監査役 2名 20,495千円)

(注) 1. 上記のほか、使用人兼務取締役の使用人給与相当額（賞与を含む）は、31,050千円であり
ます。

2. 当事業年度における役員退職慰労引当金の増加額 37,100千円（取締役 32,300千円、監
査役 4,800千円）が含まれております。

3. 上記には、平成26年６月27日開催の第65期定時株主総会の終結のときをもって退任した
取締役1名の当事業年度における報酬及び役員退職慰労引当金の増加額を含めております。

(3) 社外役員に関する事項

① 重要な兼職の状況等

重要な兼職の状況につきましては、９頁に記載のとおりであり、また、当社

と新日鐵住金株式会社、日新製鋼株式会社及び日本鐵板株式会社との関係は

４頁に記載のとおりであります。

② 主な活動状況

取締役右田彰雄、入江梅雄、森谷英之各氏の取締役会への出席率は、右田彰

雄氏82％、入江梅雄氏82％、森谷英之氏100％であり、各氏は取締役会において

経営陣から独立した見地より議案審議等につき適宜助言を行っております。

また、監査役大村欣也、野口博司両氏の取締役会への出席率は、両氏ともに

100％であり、監査役会への出席率は、大村欣也氏92％、野口博司氏100％であ

りました。

　両氏はこれらの場において業務執行の妥当性、適正性を確保する観点より適

宜発言を行っております。

③ 責任限定契約に関する事項

当社は、会社法第423条第1項の責任について、社外取締役及び社外監査役が

職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、同法第425条第1項に定

める最低責任限度額を限度とする旨の契約を各社外取締役及び社外監査役との

間で締結しております。

④ 報酬等の総額

社外役員の報酬等の総額につきましては、上記に記載のとおりであります。
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４. 会計監査人に関する事項

(1) 名称

有限責任 あずさ監査法人

(2) 会計監査人の報酬等の額

① 会計監査人としての報酬等の額 31,800千円

② 当社及び子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益
　 の合計額

31,800千円

(注) ①については、会社法上の監査業務と金融商品取引法上の監査業務の報酬が明確に区分されて
おらず、かつ実質的にも区分できないことから、その合計値を記載しております。

(3) 解任又は不再任の決定の方針

当社は、法令の定めに基づき、相当の事由が生じた場合には監査役全員の同意

により監査役会が会計監査人を解任し、また、会計監査人の監査の継続について

著しい支障が生じた場合等には監査役会の決議により当該会計監査人の解任又は

不再任を目的とする議案を株主総会に提出いたします。

　 （本「方針」は平成27年4月22日の監査役会において同年5月1日を効力発生日として決定したもの
です。）
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５. 業務の適正を確保するための体制（内部統制システム）

当社は業務の適正を確保するための体制（内部統制システム）についてその基

本方針を取締役会において次のとおり決議し、会社の業務の効率性並びに法令遵

守及びリスク管理等の健全性の確保に努めるとともに、社会経済情勢その他環境

の変化に応じて不断の見直しを行い、その整備・充実に努めております。

なお、平成27年4月27日開催の取締役会において今般の会社法改正を踏まえ内容

の変更を決議いたしており、新内容を記載いたしております。

(1) 当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための

体制

取締役会は、取締役会規程その他の規程に基づき、経営上の重要事項につ

いて決定を行い、または報告を受ける。

業務を執行する取締役(以下、「業務執行取締役」)は、取締役会における決

定に基づき、各々の職務分担に応じて職務を執行し、使用人の業務の執行を

監督するとともに、法令遵守を含めその進捗状況を取締役会に報告する。

(2) 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当社は、取締役会議事録をはじめとする職務執行上の各種情報について、

情報の保存及び管理に関する規程に基づき、対象とすべき情報、管理の方法

並びに管理責任等を明確化し、必要なセキュリティー・ポリシー等を定めた

上で適切に保存及び管理する。

また、経営計画・事業方針、財務情報等の重要な企業情報について、法令

等に定める方法のほか、適時・的確な開示に努める。

(3) 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

代表取締役社長を委員長とし、全社のリスクマネジメント活動を統括する

リスクマネジメント委員会を設置し、リスク管理に係る基本方針、規程の制

定・改廃その他重要事項を審議する。
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各事業場長は、リスクマネジメント委員会の対応方針を踏まえ、社内規程

等を遵守し、自律的な活動を推進する。総務部長は、各事業場における事業

遂行上のリスクの識別・評価に基づくリスクマネジメント体制の整備及びそ

の自律的な活動を支援し、併せて、全社的視点からリスクマネジメント活動

の有効性に係る監視・点検を行う。

リスクマネジメント活動等の状況は、定期的及び必要の都度開催するリス

クマネジメント委員会において総括・レビューを行い、重要事項その他定め

られた事項については経営会議及び取締役会に報告する。

経営に重大な影響を与える不測の事態が発生した場合または発生するおそ

れのある場合には、業務執行取締役は、損害及び影響等を最小限にとどめる

ため、直ちにリスクマネジメント委員会の招集を要請するなど、必要な対応

を行う。

(4) 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

経営計画、事業戦略、重要な設備投資等取締役の職務執行に係る重要な個

別執行事項については、経営会議における事前の審議を経て、取締役会にお

いて執行決定を行う。

各業務執行取締役、各執行役員、各事業場長等は、取締役会における決定

に基づき個別業務を遂行するが、職務の執行における効率性を確保するため、

組織規程・業務分掌規程において各業務執行取締役、各執行役員、各事業場

長等の責任・権限を明確化するとともに、必要な業務手続き等を定める。
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(5) 当社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための

体制

法令遵守及びリスク管理等の当社の内部統制システムの運用については、

各事業場長の責任の下で各事業場が自律的な活動を推進する。

各事業場長は、その職務の執行にあたり、各事業場における法令及び社内

規程の遵守・徹底を図り、業務上の法令違反行為の未然防止に努めるととも

に、社員に対する教育・啓蒙に努める。また、法令違反のおそれのある行

為・事実を認知した場合には、速やかに総務部長に報告する。

総務部長は、各事業場における法令及び社内規程の遵守状況を定期的及び

必要の都度監視・点検し、これらの内容をリスクマネジメント委員会に報告

するとともに、必要に応じ、法令・社内規程違反等の未然防止策等につき適

切な措置を講ずる。また、重要事項その他定められた事項については経営会

議及び取締役会に報告する。

社員は、法令及び社内規程を遵守し、適正に職務を行う義務を負う。違法

行為等を行った社員については、就業規則等の定めに基づき制裁を行う。

なお、併せて、社員等及びその家族、派遣社員・請負先社員等から業務遂

行上のリスクに関する相談・通報を受け付ける内部通報制度を設置し、適切

な運用に努める。

(6) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社及びグループ会社の内部統制システムについては、各事業場長及び各

グループ会社社長の責任による自律的な構築・運用を基本とし、総務部長が

必要に応じ、その構築・運用を監視・点検する。

当社及びグループ会社は、各社の事業特性を踏まえつつ事業戦略を共有化

するとともに、グループ一体となった経営を行う。

当社業務執行取締役、執行役員、各事業場長及びグループ会社社長は、業

務運営方針等を社員に周知・徹底する。
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これに基づく具体的な体制は以下の通りとする。

　 イ.グループ会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に

　 関する体制

　 各主管部門は、各グループ会社における事業計画、重要な事業方

　 針、決算等、当社の連結経営上または各グループ会社の経営上の重

　 要事項について、各グループ会社に対し報告を求めるとともに、助

　 言等を行う。

　 ロ.グループ会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　 各主管部門は、各グループ会社におけるリスク管理状況につき、

　 各グループ会社に対し報告を求めるとともに、助言等を行う。

　 ハ.グループ会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保

　 するための体制

　 各主管部門は、各グループ会社の業績評価を行うとともに、マネジ

　 メントに関する支援を行う。

　 ニ.グループ会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に

適合することを確保するための体制

　 各主管部門は、各グループ会社における法令遵守及び内部統制の

　 整備・運用状況につき、各グループ会社に対し報告を求めるととも

　 に、必要な支援・助言等を行う。また、各グループ会社における法

　 令違反のおそれのある行為・事実について、各グループ会社に対し

　 報告を求めるとともに、すみやかに総務部長に報告する。
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(7) 監査役の監査に関する事項

当社の取締役、執行役員、事業場長及びその他の使用人等は、職務執行の

状況、経営に重要な影響をおよぼす事実等の重要事項について、適時・適切

に監査役または監査役会に直接または総務部等当社関係部門を通じて報告す

るとともに、内部統制システムの整備・運用状況等の経営上の重要事項につ

いても、取締役会、経営会議及びリスクマネジメント委員会等において報告

し、監査役と情報を共有する。また、必要に応じて監査役より報告を受ける。

グループ会社の取締役、監査役、使用人等は、各グループ会社における職

務執行の状況、経営に重要な影響をおよぼす事実等の重要事項について、適

時・適切に当社の監査役または監査役会に直接または総務部等当社関係部門

を通じて報告する。

当社は、これらの報告をした者に対し、内部通報に関する規程等に基づき、

報告したことを理由とする不利な取扱いを行わない。

総務部長は、監査役と定期的または必要の都度、内部統制システムの運用

状況等に関する意見交換を行う等、監査役監査の効率的な実施に向けて連係

を図る。また、内部通報制度の運用状況について監査役に報告する。

なお、取締役は、補助使用人その他監査役監査の環境整備に係る事項につ

いて、監査役の求めに応じ、適宜、監査役と意見を交換する。

当社は、監査役の職務執行上必要と認める費用を予算に計上する。また、

監査役が緊急または臨時に支出した費用については、事後、監査役の償還請

求に応じる。
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連 結 貸 借 対 照 表

(平成27年３月31日現在)

　 資 産 の 部 　 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

　 百万円 　 百万円

流 動 資 産 18,755 流 動 負 債 11,459

現 金 預 金 3,965 支払手形・工事未払金等 7,896

受取手形・完成工事未収入金等 8,754 短 期 借 入 金 1,000

電 子 記 録 債 権 1,510 リ ー ス 債 務 44

製 品 及 び 半 製 品 395 未 払 法 人 税 等 558

未 成 工 事 支 出 金 924 未 成 工 事 受 入 金 464

材 料 貯 蔵 品 724 賞 与 引 当 金 14

繰 延 税 金 資 産 87 完 成 工 事 補 償 引 当 金 72

未 収 入 金 2,030 そ の 他 1,408

そ の 他 368

　貸 倒 引 当 金 △4 固 定 負 債 3,078

リ ー ス 債 務 69

固 定 資 産 7,969 繰 延 税 金 負 債 61

有 形 固 定 資 産 6,789 再評価に係る繰延税金負債 1,187

建 物 ・ 構 築 物 1,375 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 160

機械、運搬具及び工具器具備品 995 退 職 給 付 に 係 る 負 債 1,593

土 地 4,327 そ の 他 4

リ ー ス 資 産 47 負 債 合 計 14,537

建 設 仮 勘 定 42 　 純 資 産 の 部

無 形 固 定 資 産 128 科 目 金 額

リ ー ス 資 産 66 株 主 資 本 10,434

そ の 他 61 資 本 金 1,980

投 資 そ の 他 の 資 産 1,052 資 本 剰 余 金 344

投 資 有 価 証 券 288 利 益 剰 余 金 8,398

関 係 会 社 株 式 23 自 己 株 式 △288

退 職 給 付 に 係 る 資 産 80

繰 延 税 金 資 産 364 その他の包括利益累計額 1,753

そ の 他 302 その他有価証券評価差額金 79

　貸 倒 引 当 金 △7 土 地 再 評 価 差 額 金 2,168

退職給付に係る調整累計額 △494

純 資 産 合 計 12,188

資 産 合 計 26,725 負 債、 純 資 産 合 計 26,725
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連 結 損 益 計 算 書

（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）

売 上 高 百万円 百万円

完 成 工 事 高 29,712

製 品 売 上 高 4,991

売 電 事 業 売 上 高 33 34,737

売 上 原 価

完 成 工 事 原 価 23,886

製 品 売 上 原 価 4,105

売 電 事 業 売 上 原 価 23 28,015

　 売 上 総 利 益

　 完 成 工 事 総 利 益 5,825

　 製 品 売 上 総 利 益 886

　 売 電 事 業 売 上 総 利 益 10 6,722

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,412

　 営 業 利 益 2,310

営 業 外 収 益

受 取 配 当 金 7

貸 倒 引 当 金 戻 入 額 0

為 替 差 益 1

そ の 他 0 10

営 業 外 費 用

支 払 利 息 7

コ ミ ッ ト メ ン ト フ ィ ー 1

そ の 他 0 9

　 経 常 利 益 2,311

特 別 利 益

保 険 差 益 15

そ の 他 0 15

特 別 損 失

支 払 補 償 費 10

災 害 に よ る 損 失 2

固 定 資 産 除 却 損 0

ゴ ル フ 会 員 権 売 却 損 0

ゴ ル フ 会 員 権 評 価 損 2 16

　 税金等調整前当期純利益 2,310

　 法人税、住民税及び事業税 766

　 過 年 度 法 人 税 等 △17

　 法 人 税 等 調 整 額 63 812

　 少数株主損益調整前当期純利益 1,498

　 当 期 純 利 益 1,498
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連結株主資本等変動計算書

（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

　 百万円 　　 百万円 　 百万円 　 百万円 　 百万円

当 期 首 残 高 1,980 344 6,972 △288 9,008

　会計方針の変更に
　よる累積的影響額

120 120

会計方針の変更を反映した当期首残高 1,980 344 7,092 △288 9,128

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △192 △192

当 期 純 利 益 1,498 1,498

自 己 株 式 の 処 分 0 0 0

自 己 株 式 の 取 得 △0 △0

株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額（純額)

連結会計年度中の変動額合計 － 0 1,305 0 1,305

当 期 末 残 高 1,980 344 8,398 △288 10,434

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
純資産合計その他有価証券

評価差額金
土地再評価差額金 退職給付に係る調整累計額 その他の包括利益累計額合計

　 百万円 　　 百万円 　 百万円 　 百万円 　 百万円

当 期 首 残 高 35 2,047 △524 1,558 10,567

　会計方針の変更に
　よる累積的影響額

120

会計方針の変更を反映した当期首残高 35 2,047 △524 1,558 10,687

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △192

当 期 純 利 益 1,498

自 己 株 式 の 処 分 0

自 己 株 式 の 取 得 △0

株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額（純額)

43 121 30 194 194

連結会計年度中の変動額合計 43 121 30 194 1,500

当 期 末 残 高 79 2,168 △494 1,753 12,188
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［連結注記表］

１. 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

２. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

　(1)連結の範囲に関する事項

　 ①連結子会社の数及び名称

連結子会社の数 １社

連結子会社の名称

水上金属工業株式会社

②非連結子会社の名称等

非連結子会社の名称

株式会社深谷三晃、株式会社福知山三晃、有限会社江別三晃工作

連結範囲から除いた理由

非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に

見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影

響を及ぼしていないためであります。

(2)持分法の適用に関する事項

持分法を適用しない非連結子会社の名称等

会社等の名称

株式会社深谷三晃、株式会社福知山三晃、有限会社江別三晃工作

持分法を適用しない理由

持分法を適用していない非連結子会社は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余

金（持分法に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす

影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないためであります。

(3)会計処理基準に関する事項

　 ①有価証券の評価基準及び評価方法

　子会社株式（非連結）……………… 移動平均法による原価法

　そ の 他 有 価 証 券……………… 時価のあるもの

連結決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの

移動平均法による原価法
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　 ②たな卸資産の評価基準及び評価方法

　製 品 及 び 半 製 品……………… 移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下

げの方法）

　未 成 工 事 支 出 金……………… 個別法による原価法

　原 材 料 ……………… 移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下

げの方法）

　貯 蔵 品 ……………… 最終仕入原価法（収益性の低下による簿価切下げの方

法）

③固定資産の減価償却の方法

　有形固定資産（リース資産を除く）……………… 定率法

ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物付

属設備を除く）については定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 ３～38年

機械及び装置 ８～10年

　無形固定資産（リース資産を除く）……………… 定額法

ただし、ソフトウエア（自社利用分）については、社内

における利用可能期間（５年）に基づく定額法によって

おります。

　リ ー ス 資 産……………… 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資

産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額

法によっております。

④引当金の計上基準

　貸 倒 引 当 金……………… 営業債権等の債権に対する貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別に回収可能性を検討して

計上しております。

　賞 与 引 当 金……………… 従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の

うち当連結会計年度負担額を計上しております。

　完成工事補償引当金……………… 完成工事に係る瑕疵担保等の費用に備えるため、過年度

の実績率を基礎に将来の支出見込を勘案して計上してお

ります。
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　工 事 損 失 引 当 金……………… 受注工事に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年

度末手持工事のうち損失の発生が見込まれ、かつ、その

金額が合理的に見積もることができる工事について、損

失見込額を計上しております。

　役員退職慰労引当金……………… 役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期

末要支給額を計上しております。

⑤その他連結計算書類の作成のための重要な事項

(イ) 退職給付に係る負債の計上基準……………… 退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における見込額に基づき、退職給

付債務から年金資産の額を控除した額を計上しておりま

す。なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込

額を当連結会計年度までの期間に帰属させる方法につい

ては、給付算定式基準によっております。

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数（13年）による定額法により費用処

理しております。

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における

従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（13年）に

よる定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結

会計年度から費用処理しております。

未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用につい

ては、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の

包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上して

おります。
(ロ) 収益及び費用の計上基準……………… 当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性

が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗

率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については

工事完成基準を適用しております。

(ハ) 消費税等の会計処理……………… 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によって

おります。
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３. 会計方針の変更に関する注記

　「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下

「退職給付会計基準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企

業会計基準適用指針第25号 平成27年3月26日。以下「退職給付適用指針」とい

う。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げら

れた定めについて当連結会計年度より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算

方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基

準へ変更するとともに、割引率の決定方法についても、従業員の平均残存勤務期

間に近似した年数に基づく割引率から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期

間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更いたしまし

た。

　退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的

な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首において、退職給付債務及び勤務

費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しております。

　この結果、当連結会計年度の期首の退職給付に係る負債が186百万円減少し、利

益剰余金が120百万円増加しております。また、当連結会計年度の営業利益、経常

利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ10百万円減少しております。

　なお、当連結会計年度の1株当たり純資産額が２円86銭増加し、１株当たり当期

純利益金額は26銭減少しております。

４.表示方法の変更に関する注記

（連結貸借対照表）

　前連結会計年度において、「流動資産」の「受取手形及び売掛金」に含めていた

「電子記録債権」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記す

ることとしております。

　なお、前連結会計年度の「流動資産」の「受取手形及び売掛金」に含めていた

「電子記録債権」は165百万円であります。

　当連結会計年度より、「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）に準じる

こととしたため、以下の事項について表示方法の変更を行っております。
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・前連結会計年度において、独立掲記しておりました「流動資産」の「受取手形及

び売掛金」（当連結会計年度2,415百万円）及び「完成工事未収入金」（当連会計年

度6,338百万円）は、「流動資産」の「受取手形・完成工事未収入金等」と表示し

ております。

・前連結会計年度において、独立掲記しておりました「流動資産」の「前払費用」

（当連結会計年度113百万円）は、「流動資産」の「その他」に含めて表示しており

ます。

・前連結会計年度において、独立掲記しておりました「有形固定資産」の「建物」

（当連結会計年度1,258百万円）及び「構築物」（当連結会計年度116百万円）は、

「有形固定資産」の「建物・構築物」と表示しております。

・前連結会計年度において、独立掲記しておりました「有形固定資産」の「機械及

び装置」（当連結会計年度918百万円）、「車両運搬具」（当連結会計年度０百万円）

並びに「工具、器具及び備品」（当連結会計年度76百万円）は、「有形固定資産」

の「機械、運搬具及び工具器具備品」と表示しております。

・前連結会計年度において、独立掲記しておりました「無形固定資産」の「ソフト

ウエア」（当連結会計年度60百万円）は、「無形固定資産」の「その他」に含めて

表示しております。

・前連結会計年度において、独立掲記しておりました「投資その他の資産」の「破

産更生債権等」（当連結会計年度７百万円）及び「差入保証金」（当連結会計年度

233百万円）は、「投資その他の資産」の「その他」に含めて表示しております。

・前連結会計年度において、独立掲記しておりました「流動負債」の「支払手形及

び買掛金」（当連結会計年度6,317百万円）及び「工事未払金」（当連結会計年度

1,579百万円）は、「流動負債」の「支払手形・工事未払金等」と表示しておりま

す。

・前連結会計年度において、独立掲記しておりました「流動負債」の「未払金」

（当連結会計年度807百万円）、「未払費用」（当連結会計年度112百万円）、「未払消

費税等」（当連結会計年度452百万円）、「前受金」（当連結会計年度４百万円）並び

に「預り金」（当連結会計年度31百万円）は、「流動負債」の「その他」に含めて

表示しております。
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（連結損益計算書）

　当連結会計年度より「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）に準じる

こととしたため、一括掲記しておりました「売上高」（前連結会計年度「完成工事

高」28,284百万円、「製品売上高」4,765百万円）、「売上原価」（前連結会計年度

「完成工事原価」23,695百万円、「製品売上原価」3,756百万円）、「売上総利益」

（前連結会計年度「完成工事総利益」4,588百万円、「製品売上総利益」1,008百万

円）を、それぞれ区分して掲記しております。

　前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「受取利

息」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「営業外収益」

の「その他」に含めて表示しております。

　なお、当連結会計年度の「営業外収益」の「その他」に含まれている「受取利

息」は０百万円であります。

　前連結会計年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「コミット

メントフィー」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記す

ることとしております。

　なお、前連結会計年度の「営業外費用」の「その他」に含めていた「コミット

メントフィー」は１百万円であります。

５. 連結貸借対照表に関する注記

(1)有形固定資産の減価償却累計額……… 　 10,837百万円

(2)土地再評価法の適用……… 土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）

及び土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律（平成13年

３月31日公布法律第19号）に基づき、事業用土地の再評価を行い、

土地再評価差額金を純資産の部に計上しております。

再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第

119号）第２条第３号に定める固定資産税評価額に基づき算出する

方法によっております。

再評価を行った年月日 平成14年３月31日

再評価を行った土地の

当連結会計年度末にお

ける時価と再評価後の 1,847百万円

帳簿価額との差額
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６. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1)発行済株式の総数に関する事項

当連結会計年

度期首の株式

数(株)

当連結会計年

度増加株式数

(株)

当連結会計年

度減少株式数

(株)

当連結会計年

度末の株式数

(株)

発行済株式

普通株式 39,600,000 － － 39,600,000

合計 39,600,000 － － 39,600,000

自己株式

普通株式 1,036,815 ※ 811 ※ 2,000 1,035,626

合計 1,036,815 811 2,000 1,035,626

※ 自己株式の増加株式数811株は単元未満株式の買取によるものであります。
　 自己株式の減少株式数2,000株は連結子会社が所有する親会社株式の売却によるものであります。

(2)剰余金の配当に関する事項

①配当金支払額等

決議
株式の

種類

配当金の総額

(百万円)

1株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日

平成26年6月27日
定時株主総会

普通株式 192 5.0 平成26年3月31日 平成26年6月30日

　

②基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となる

もの

決議
株式の

種類
配当の原資

配当金の総額

(百万円)

1株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日

平成27年6月26日
定時株主総会予定

普通株式 利益剰余金 289 7.5 平成27年3月31日 平成27年6月29日

７. 金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

①金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達につい

ては銀行借入による方針であります。
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②金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である受取手形・完成工事未収入金等、電子記録債権及び未収入金は、顧客の

信用リスクに晒されております。

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上

の関係を有する企業の株式であります。

営業債務である支払手形・工事未払金等は、そのほとんどが１年以内の支払期日であり

ます。借入金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。

③金融商品に係るリスク管理体制

(イ)信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

売上債権管理規程及び与信限度管理規程によって、取引先相手ごとの支払期日や債権

残高を管理しております。また、営業部門が主要な取引先の状況を定期的にモニタリ

ングし、経理部門との情報共有化を行いながら債務状況等の悪化による貸倒リスクの

軽減に努めております。連結子会社についても、当社の債権管理規程に準じて、同様

の管理を行っております。

(ロ)市場リスク（金利等の変動リスク）の管理

投資有価証券について定期的に時価や発行会社の財政状態等を把握しております。

　 (ハ)資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の

管理

経理部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手元流動性を維持することな

どにより、流動性リスクを管理しております。

④金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に

算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んで

いるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもありま

す。
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(2) 金融商品の時価等に関する事項

平成27年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次

のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表

には含めておりません（（注2）を参照ください。）。

（単位：百万円）

連結貸借対照表

計上額
時価 差額

(1)現金預金 3,965 3,965 －

(2)受取手形・完成工事未収入金等 8,754 8,754 －

(3)電子記録債権 1,510 1,510 －

(4)未収入金 2,030 2,030 －

(5)投資有価証券

　 その他有価証券 277 277 －

資産計 16,538 16,538 －

(1)支払手形・工事未払金等 7,896 7,896 －

(2)短期借入金 1,000 1,000 －

(3)未払法人税等 558 558 －

負債計 9,455 9,455 －

(注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産

(1)現金預金、(2)受取手形・完成工事未収入金等、(3)電子記録債権及び(4)未収入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価

額によっております。
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(5)投資有価証券

これらの時価については、取引所の価格によっております。なお、投資有価証券はその他

有価証券として保有しており、これに関する連結貸借対照表計上額と取得原価との差額は

以下のとおりであります。

（単位：百万円）

種類
連結貸借対照

表計上額
取得原価 差額

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの
株式 277 149 127

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの
株式 － － －

合 計 277 149 127

　負 債

(1)支払手形・工事未払金等、(2)短期借入金及び(3)未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価

額によっております。

(注2)投資有価証券及び関係会社株式に計上されている非上場株式（連結貸借対照表計上額はそ

れぞれ11百万円、23百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積も

ることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、金融商品の時価情

報には含めておりません。
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(注3) 金銭債権の連結決算日後の償還予定額

（単位：百万円）

1年以内
1年超

5年以内

5年超

10年以内
10年超

現金預金 3,965 － － －
受取手形・完成工事未収入金

等
8,754 － － －

電子記録債権 1,510 － － －

未収入金 2,030 － － －

合計 16,261 － － －

(注4) 有利子負債の決算日後の償還予定額

（単位：百万円）

1年以内
1年超

５年以内

５年超

10年以内
10年超

短期借入金 1,000 － － －

合 計 1,000 － － －

８. １株当たり情報に関する注記

(1)１株当たり純資産額 316円05銭

(2)１株当たり当期純利益 38円86銭

９. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。
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貸 借 対 照 表

(平成27年３月31日現在)

　 資 産 の 部 　 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

　 百万円 　 百万円

流 動 資 産 18,369 流 動 負 債 11,459
現 金 預 金 3,812 支 払 手 形 612
受 取 手 形 1,782 買 掛 金 5,746
電 子 記 録 債 権 1,510 工 事 未 払 金 1,579
完 成 工 事 未 収 入 金 6,338 短 期 借 入 金 1,000
売 掛 金 568 リ ー ス 債 務 42
製 品 及 び 半 製 品 274 未 払 法 人 税 等 558
未 成 工 事 支 出 金 927 未 成 工 事 受 入 金 464
材 料 貯 蔵 品 695 完 成 工 事 補 償 引 当 金 72
繰 延 税 金 資 産 78 そ の 他 1,383
未 収 入 金 2,018
そ の 他 368 固 定 負 債 2,457
　貸 倒 引 当 金 △4 リ ー ス 債 務 64

再評価に係る繰延税金負債 1,187
固 定 資 産 7,591 退 職 給 付 引 当 金 1,046
有 形 固 定 資 産 6,435 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 153
建 物 1,141 そ の 他 4
構 築 物 115 負 債 合 計 13,917
機 械 及 び 装 置 879 純 資 産 の 部
車 両 運 搬 具 0 科 目 金 額
工 具 器 具 ・ 備 品 71 株 主 資 本 9,795
土 地 4,144 資 本 金 1,980
リ ー ス 資 産 40 資 本 剰 余 金 344
建 設 仮 勘 定 42 資 本 準 備 金 344

無 形 固 定 資 産 127 利 益 剰 余 金 7,759
リ ー ス 資 産 66 利 益 準 備 金 495
そ の 他 61 そ の 他 利 益 剰 余 金 7,264

投 資 そ の 他 の 資 産 1,028 固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 6
投 資 有 価 証 券 288 特 別 償 却 準 備 金 180
関 係 会 社 株 式 33 別 途 積 立 金 3,450
破 産 更 生 債 権 等 7 繰 越 利 益 剰 余 金 3,626
前 払 年 金 費 用 284 自 己 株 式 △288
繰 延 税 金 資 産 128
そ の 他 294 評 価 ・ 換 算 差 額 等 2,247
　貸 倒 引 当 金 △7 その他有価証券評価差額金 79

土 地 再 評 価 差 額 金 2,168
純 資 産 合 計 12,043

資 産 合 計 25,960 負 債、 純 資 産 合 計 25,960
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損 益 計 算 書

（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）

売 上 高 百万円 百万円

完 成 工 事 高 29,712

製 品 売 上 高 4,747

売 電 事 業 売 上 高 33 34,493

売 上 原 価

完 成 工 事 原 価 23,945

製 品 売 上 原 価 3,893

売 電 事 業 売 上 原 価 23 27,862

　 売 上 総 利 益

　 完 成 工 事 総 利 益 5,766

　 製 品 売 上 総 利 益 853

　 売 電 事 業 売 上 総 利 益 10 6,630

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,311

　 営 業 利 益 2,319

営 業 外 収 益

受 取 配 当 金 7

貸 倒 引 当 金 戻 入 額 0

為 替 差 益 1

そ の 他 0 10

営 業 外 費 用

支 払 利 息 7

コ ミ ッ ト メ ン ト フ ィ ー 1 9

　 経 常 利 益 2,320

特 別 利 益

保 険 差 益 15

そ の 他 0 15

特 別 損 失

支 払 補 償 費 10

災 害 に よ る 損 失 2

固 定 資 産 除 却 損 0

ゴ ル フ 会 員 権 売 却 損 0

ゴ ル フ 会 員 権 評 価 損 1 15

　 税 引 前 当 期 純 利 益 2,320

　 法人税、住民税及び事業税 766

　 過 年 度 法 人 税 等 △17

　 法 人 税 等 調 整 額 62 811

　 当 期 純 利 益 1,509
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株主資本等変動計算書

（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）

株 主 資 本

資 本 金

資本剰余金 利 益 剰 余 金

資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金

固定資産圧縮
積 立 金

特別償却
準備金

　 百万円 　　 百万円 　 百万円 　 百万円 　 百万円

当 期 首 残 高 1,980 344 495 6 －
　会計方針の変更による累積的影響額

会計方針の変更を反映した当期首残高 1,980 344 495 6 －

事業年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当
当 期 純 利 益
税率変更に伴う固定資産圧縮積立金の増加 0
固定資産圧縮積立金の取崩 △0
特別償却準備金の積立 180
自己株式の取得
株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計 － － － 0 180

当 期 末 残 高 1,980 344 495 6 180

株 主 資 本

利 益 剰 余 金

自 己 株 式 株主資本合計
そ の 他 利 益 剰 余 金

利益剰余金合計
別途積立金 繰越利益剰余金

　 百万円 　　 百万円 　 百万円 　 百万円 　 百万円

当 期 首 残 高 3,450 2,371 6,322 △288 8,358
　会計方針の変更による累積的影響額 120 120 120

会計方針の変更を反映した当期首残高 3,450 2,491 6,443 △288 8,479

事業年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 △192 △192 △192
当 期 純 利 益 1,509 1,509 1,509
税率変更に伴う固定資産圧縮積立金の増加 △0 － －
固定資産圧縮積立金の取崩 0 － －
特別償却準備金の積立 △180 － －
自己株式の取得 △0 △0
株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計 － 1,135 1,316 △0 1,316

当 期 末 残 高 3,450 3,626 7,759 △288 9,795
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評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券
評 価 差 額 金

土地再評価
差 額 金

評価・換算
差額等合計

　 百万円 　　 百万円 　 百万円 　 百万円

当 期 首 残 高 35 2,047 2,083 10,442

　会計方針の変更による累積的影響額 120

会計方針の変更を反映した当期首残高 35 2,047 2,083 10,562

事業年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 △192
当 期 純 利 益 1,509
税率変更に伴う固定資産圧縮積立金の増加 －
固定資産圧縮積立金の取崩 －
特別償却準備金の積立 －
自己株式の取得 △0
株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額(純額)

43 121 164 164

事業年度中の変動額合計 43 121 164 1,480

当 期 末 残 高 79 2,168 2,247 12,043
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［個別注記表］

１. 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

２. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社及び関連会社株式………………移動平均法による原価法

その他有価証券…………………………時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定)

時価のないもの

移動平均法による原価法

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

製品及び半製品…………………………移動平均法による原価法

(収益性の低下による簿価切下げの方法)

未成工事支出金…………………………個別法による原価法

原 材 料…………………………移動平均法による原価法

(収益性の低下による簿価切下げの方法)

貯 蔵 品…………………………最終仕入原価法

(収益性の低下による簿価切下げの方法)

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

(リース資産を除く)

…………………………定率法

ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物付

属設備を除く）については定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 ３～38年

機械及び装置 ８～10年

無形固定資産

(リース資産を除く)

…………………………定額法

ただし、ソフトウエア（自社利用分）については、社内

における利用可能期間（５年）に基づく定額法によって

おります。

リ ー ス 資 産…………………………所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資

産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額

法によっております。
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(4) 引当金の計上基準

貸 倒 引 当 金……営業債権等の債権に対する貸倒れによる損失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回

収可能性を検討して計上しております。

完成工事補償引当金…完成工事に係る瑕疵担保等の費用に備えるため、過年度の実績率を基礎に

将来の支出見込を勘案して計上しております。

工事損失引当金……受注工事に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末手持工事のうち損

失の発生が見込まれ、かつ、その金額が合理的に見積もることができる工

事について、損失見込額を計上しております。

退職給付引当金……従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき計上しております。なお、退職給付債務の算定

にあたり、退職給付見込額を当事業年度までの期間に帰属させる方法につ

いては、給付算定式基準によっております。

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（13年）による定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（13年）による定額法により按分した額を、それぞ

れ発生の翌事業年度から費用処理しております。
役員退職慰労引当金…役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上

しております。

(5) 収益及び費用の計上基準…当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事につ

いては工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の

工事については工事完成基準を適用しております。

(6)その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理…………………… 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっ

ております。

３. 会計方針の変更に関する注記

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基

準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成

27年３月26日。）を、当事業年度より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退

職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決

定方法についても、従業員の平均残存勤務期間に近似した年数に基づく割引率から、退職給付の支

払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更い

たしました。
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　退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従っ

て、当事業年度の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を繰越

利益剰余金に加減しております。

この結果、当事業年度の期首の退職給付引当金が103百万円減少し、前払年金費用が83百万円、繰

越利益剰余金が120百万円増加しております。また、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前

当期純利益はそれぞれ10百万円減少しております。

なお、当事業年度の１株当たり純資産額が２円86銭増加し、１株当たり当期純利益金額は26銭減

少しております。

４. 表示方法の変更に関する注記

（貸借対照表）

前事業年度において、「流動資産」の「受取手形」に含めていた「電子記録債権」は、金額的重要

性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。

なお、前事業年度の「流動資産」の「受取手形」に含めていた「電子記録債権」は165百万円であ

ります。

当事業年度において、「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）の改正を契機に、以下の

とおり表示を変更しております。

・前事業年度において、独立掲記しておりました「流動資産」の「前払費用」（当事業年度113百万

円）は、「流動資産」の「その他」に含めて表示しております。

・前事業年度において、独立掲記しておりました「無形固定資産」の「ソフトウエア」（当事業年度

60百万円）は、「無形固定資産」の「その他」に含めて表示しております。
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・前事業年度において、独立掲記しておりました「投資その他の資産」の「差入保証金」（当事業年

度233百万円）は、「投資その他の資産」の「その他」に含めて表示しております。

・前事業年度において、独立掲記しておりました「流動負債」の「未払金」（当事業年度807百万

円）、「未払費用」（当事業年度99百万円）、「未払消費税等」（当事業年度444百万円）、「前受金」（当

事業年度４百万円）並びに「預り金」（当事業年度28百万円）は、「流動負債」の「その他」に含め

て表示しております。

（損益計算書）

前事業年度において、一括掲記しておりました「売上高」（前事業年度「完成工事高」28,284百万

円、「製品売上高」4,765百万円）、「売上原価」（前事業年度「完成工事売上原価」23,695百万円、

「製品売上原価」3,756百万円）、「売上総利益」（前事業年度「完成工事総利益」4,588百万円、「製

品売上総利益」1,008百万円）は、売電事業開始を契機に、当事業年度よりそれぞれ区分して掲記

しております。

　前事業年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「受取利息」は、金額的重要性

が乏しくなったため、当事業年度より「営業外収益」の「その他」に含めて表示しております。

なお、当事業年度の「営業外収益」の「その他」に含まれている「受取利息」は０百万円であり

ます。

　前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「コミットメントフィー」は、金

額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。

なお、前事業年度の「営業外費用」の「その他」に含めていた「コミットメントフィー」は１百

万円であります。
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５. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 …………………………………………………… 9,599百万円

(2) 関係会社に対する金銭債権債務 …短期金銭債権 0百万円

短期金銭債務 140百万円

(3) 土地再評価法の適用 ………………土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第

34号）及び土地の再評価に関する法律の一部を改正する法

律（平成13年３月31日公布法律第19号）に基づき、事業用

土地の再評価を行い、土地再評価差額金を純資産の部に計

上しております。

再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公

布政令第119号）第２条第３号に定める固定資産税評価

額に基づき算出する方法によっております。

再評価を行った年月日 平成14年３月31日

再評価を行った土地の

当事業年度末における

時価と再評価後の帳簿

価額との差額

1,847百万円

６. 損益計算書に関する注記

(1) 工事進行基準による完成工事高…………………………………………………… 5,744百万円

(2) 関係会社との取引高

営業取引による取引高 売上高 0百万円

仕入高 1,424百万円

(3) 一般管理費に含まれている研究開発費の総額………………………………… 344百万円

７. 株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の種類及び株式数に関する事項

当事業年度

期首の株式数

　 (株)

当事業年度

増加株式数

　 (株)

当事業年度

減少株式数

　 (株)

当事業年度末

の株式数

　 (株)

普通株式 1,034,815 ※ 811 － 1,035,626

　 ※増加株式数811株は単元未満株式の買取によるものであります。
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８. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(単位：百万円)

項 目 金 額

(繰延税金資産)

事業税 42

貸倒引当金 3

ゴルフ会員権減損 23

完成工事補償引当金 23

災害による損失 1

退職給付引当金 338

役員退職慰労引当金 49

たな卸資産評価損 5

その他 9

繰延税金資産小計 498

評価性引当額 △72

繰延税金資産合計 426

(繰延税金負債)

前払年金費用 △91

その他有価証券評価差額金 △37

特別償却準備金 △86

固定資産圧縮積立金 △3

繰延税金負債合計 △220

繰延税金資産の純額 206

（追加情報）

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第９号）及び「地方税法等の一部を改正する

法律」（平成27年法律第２号）が平成27年３月31日に公布されたことに伴い、当事業年度の繰延税

金資産及び繰延税金負債の計算（ただし、平成27年４月１日以降解消されるものに限る）に使用し

た法定実効税率は、前事業年度の35.64％から、回収又は支払が見込まれる期間が平成27年４月１日

から平成28年３月31日までのものは33.10％、平成28年４月１日以降のものについては32.34％にそ

れぞれ変更されております。
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その結果、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が18百万円、再評価に係る

繰延税金負債が121百万円減少し、その他有価証券評価差額金が３百万円、土地再評価差額金が121

百万円、法人税等調整額が22百万円それぞれ増加しております。

９. リースにより使用する固定資産に関する注記

貸借対照表に計上した固定資産のほか、事務機器、車両運搬具等の一部については、所有権移転外

ファイナンス・リース契約によっております。

10. 関連当事者との取引に関する注記

(1)親会社及び法人主要株主等

属性 会社等の名称

議決権等
の所有
(被所有)
割合

関連当事者
との関係

取引の内容

取引金額
(百万円)

(注２)

科目

期末残高
(百万円)

(注２)

主要株主 日本鐵板㈱
被所有
直接

11.86％

屋根用原材料の
購入

役員の兼任 １名

表面処理鋼板等
の購入
(注１)

3,132 買掛金 546

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注１) 屋根用原材料の購入については、市場の実勢価格を検討の上、その都度価格交渉をして決

定しております。

(注２) 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

(2)兄弟会社等

属性 会社等の名称

議決権等
の所有
(被所有)
割合

関連当事者
との関係

取引の内容

取引金額
(百万円)

(注２)

科目
期末残高
(百万円)

その他の関係
会社の子会社

新日鉄住金エン
ジニアリング㈱

－ 屋根工事の施工
固定資産の購入

(注１)
469 未払金 －

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注１) 固定資産の購入については、市場の実勢価格を検討の上、その都度価格交渉をして決定し

ております。

(注２) 取引金額には消費税等を含めておりません。

11. １株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 312円29銭

(2) １株当たり当期純利益 39円13銭

12. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査人監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書
平成27年５月21日

三晃金属工業株式会社
　取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 安 藤 見 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 三 浦 勝 ㊞

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、三晃金属工業株式会社の平成26年４月１
日から平成27年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損
益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計

算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対

する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
ことを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表
明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監
査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。ま
た、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積り
の評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して、三晃金属工業株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係
る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係

はない。
以 上
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会計監査人監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書
平成27年５月21日

三晃金属工業株式会社
　取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 安 藤 見 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 三 浦 勝 ㊞

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、三晃金属工業株式会社の平成26年
４月１日から平成27年３月31日までの第66期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計
算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書

類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断し
た内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその

附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と
認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附
属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定
し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するため
の手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びそ
の附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内
部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適
正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細
書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状
況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係

はない。
以 上
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監査役会監査報告書 謄本

監 査 報 告 書

当監査役会は、平成26年４月1日から平成27年３月31日までの第66期事業年度に
おける取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、
審議の上、本監査報告書を作成し、次のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
監査役会は、当期の監査計画及び監査実施要領において、監査の方針、監査

の方法等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受ける
ほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、
必要に応じて説明を求めました。

各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、監査の方法及び職務の分担等に
従い、取締役、内部監査担当部門を含む使用人等と緊密な意思疎通を図り、情
報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議
等に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、
必要に応じて説明を求め、重要文書等を閲覧し、本社及び事業所等において業
務及び財産の状況を調査いたしました。
また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合

することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制（内部
統制システム）に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づく内部統制シ
ステムの構築及び運用の状況については、取締役等から適宜説明を受け、これ
を精査し、意見を表明いたしました。財務報告に係る内部統制については、こ
の他、有限責任 あずさ監査法人からも、当該内部統制の評価及び監査の状況に
ついて報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
子会社については、子会社の取締役及び使用人等と意思疎通及び情報の交換

を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書につ
いて検討いたしました。

さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施してい
ることを確認するとともに、会計監査人からその職務の執行状況、監査の方法
及び結果について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
また、会計監査人から職務の遂行が適正に行われることを確保するための体

制を整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
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以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、
株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類
（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）
について検討いたしました。

２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正
しく示しているものと認めます。

二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反す
る重大な事実は認められません。

三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。
また、当該内部統制システムの構築及び運用の状況については、継続的な
改善が図られているものと認めます。

　 なお、財務報告に係る内部統制については、有効である旨の報告を取締
役等及び有限責任 あずさ監査法人から受けております。

(2) 計算書類及びその附属明細書ならびに連結計算書類の監査結果
会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当である

と認めます。

平成27年５月25日

三晃金属工業株式会社 監査役会

常任監査役(常勤・社外監査役） 大 村 欣 也 ㊞

監査役 (常勤） 松 本 宏 之 ㊞

監査役 (社外監査役) 野 口 博 司 ㊞

以 上
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株主総会参考書類

議案及び参考事項
第１号議案　剰余金配当の件

剰余金の配当につきましては、当社は経営体質の強化と今後の事業
展開等を総合的に勘案し、経営環境及び財政状態に応じた配当を行う
ことを基本方針としております。当期の期末配当につきましては、期
初の想定以上の利益を確保できたこと、また、来期以降の業績見通し
等を勘案し、前期末に実施しました１株当たり配当金５円から２円50
銭増配しまして、次のとおり１株につき７円50銭とさせていただきた
いと存じます。

　 １．株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

　 当社普通株式１株につき金７円50銭 総額289,232,805円

　 ２．剰余金の配当が効力を生ずる日

　 平成27年６月29日

第２号議案　取締役12名選任の件
本定時株主総会終結のときをもって取締役12名が、任期満了となり

ますので、本総会において取締役12名の選任をお願いするものであり
ます。
取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、当社における地位及び担当
(重 要 な 兼 職 の 状 況)

所 有 す る
当社株式の数

１
みぎた ひろゆき

右 田 裕 之
(昭和28年３月12日生)

昭和50年４月 新日本製鐵株式會社入社

30,000株

平成19年４月 同社参与ニッポン・スチール・サウスイ

ーストアジア社社長
平成23年４月 当社顧問

平成23年６月 当社代表取締役社長 現在に至る

２
よしおか しげとみ

吉 岡 成 十 省
(昭和27年１月10日生)

昭和49年４月 新日本製鐵株式會社入社

5,000株

平成12年７月 同社大阪支店副支店長

平成15年４月 当社参与屋根営業本部副本部長

平成16年６月 当社取締役屋根営業本部副本部長

平成19年５月 当社常務取締役屋根営業本部副本部長

平成23年５月 当社常務取締役営業総括部長、J-SOX対

応推進班長、経理部、海外営業に関する

事項管掌
平成25年５月 当社専務取締役営業総括部長、経理部、

海外営業に関する事項管掌

平成26年６月 当社専務取締役経理部、営業総括部、海

外営業に関する事項管掌 現在に至る
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、当社における地位及び担当
(重 要 な 兼 職 の 状 況)

所 有 す る
当社株式の数

３
し お た や す み

塩 田 康 海
(昭和27年３月16日生)

昭和50年４月新日本製鐵株式會社入社

5,000株

平成12年８月同社新素材事業部炭素繊維商品部長

平成15年７月当社総務部長

平成17年６月当社取締役総務部長

平成21年５月当社常務取締役総務部長

平成24年４月当社常務取締役、総務部に関する事項管

掌 現在に至る

４
きたざわ すすむ

北 澤 進
(昭和28年10月15日生)

昭和53年４月新日本製鐵株式會社入社

4,000株

平成18年７月新日鐵エンジニアリング株式会社入社、

建築調達部長

平成24年10月同社社名変更 新日鉄住金エンジニアリ

ング株式会社安全衛生・環境統括部長

平成25年６月当社常務取締役、技術総括、安全・工事

総括部長、技術部、ステンレス・シート

防水技術部、品質管理部に関する事項管

掌

平成27年４月当社常務取締役、技術総括、技術企画管

理部、技術部、安全・工事総括部、ステ

ンレス・シート防水技術部、品質管理部

に関する事項管掌 現在に至る

５
よしはら まさき

吉 原 正 基
(昭和25年１月31日生)

昭和48年４月当社入社

8,000株

平成23年６月当社取締役建材事業部長

平成24年１月当社取締役建材事業部長、製造部に関す

る事項管掌

平成26年４月当社常務取締役、建材事業部及び製造部

に関する事項管掌 現在に至る

６
よ し い い く お

吉 井 郁 雄
(昭和32年５月20日生)

昭和55年４月新日本製鐵株式會社入社

5,000株

平成15年10月新日鐵住金ステンレス株式会社入社、営

業本部鋼板営業部次長

平成23年２月同社執行役員営業本部副本部長、薄板営

業部長、フォワード営業推進班長
平成24年10月当社顧問

平成25年６月当社取締役東京支店副支店長、東京支店

営業部長兼務
平成26年４月当社取締役東京支店長、東京支店営業部

長兼務
平成27年４月当社常務取締役東京支店長、東京支店営

業部長兼務 現在に至る
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、当社における地位及び担当
(重 要 な 兼 職 の 状 況)

所 有 す る
当社株式の数

７
とねがわ みさお

利根川 操
(昭和28年２月７日生)

昭和46年３月当社入社

4,000株
平成25年５月当社執行役員建材事業部建材営業部長

平成26年４月当社執行役員建材事業部長

平成26年６月当社取締役建材事業部長 現在に至る

８
つ つ み こ う じ

堤 孝 二
(昭和33年４月２日生)

昭和57年４月新日本製鐵株式會社入社

5,000株

平成24年10月同社社名変更 新日鐵住金株式会社機材

調達部長
平成26年４月当社顧問

平成26年６月当社取締役営業総括部長 現在に至る

９
もりや ひでゆき

森 谷 英 之
(昭和27年６月１日生)

昭和52年７月日新製鋼株式会社入社

－株

平成13年６月同社九州支店長

平成17年４月同社執行役員鋼板販売部長及び自動車鋼

材販売部長
平成19年４月同社執行役員建材販売部長

平成21年４月同社執行役員鋼板販売、建材販売、電

機・鋼板輸出、ＺＡＭ開発推進担当
平成24年４月同社常務執行役員販売総括、建材・鋼板

販売、電機・鋼板輸出及び各支店担当

平成25年６月日本鐵板株式会社常務取締役

平成26年６月同社代表取締役社長 現在に至る

平成26年６月当社取締役 現在に至る

10
み や ざ き て つ お

宮 崎 哲 夫
(昭和34年11月9日生)

昭和57年４月新日本製鐵株式會社入社

－株

平成７年11月同社名古屋製鐵所工程業務部薄板工程室

長
平成12年７月同社バンコク事務所マネジャー

平成16年３月同社薄板事業部薄板営業部住宅建材開発

グループマネジャー
平成22年７月

平成23年４月

同社薄板事業部薄板営業部部長

同社東北支店長
平成24年10月同社社名変更 新日鐵住金株式会社東北

支店長
平成27年４月当社顧問 現在に至る
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、当社における地位及び担当
(重 要 な 兼 職 の 状 況)

所 有 す る
当社株式の数

11
おおにし としのり

大 西 利 典
(昭和38年２月25日生)

昭和61年４月新日本製鐵株式會社入社

－株

平成８年７月同社秘書部秘書室掛長

平成12年７月同社名古屋製鐵所工程業務部薄板工程グ

ループリーダー
平成18年４月同社薄板事業部薄板営業部建材薄板グル

ープリーダー
平成19年４月同社薄板事業部薄板営業部薄板企画グル

ープリーダー
平成21年４月同社薄板事業部薄板営業部薄板第二グル

ープリーダー
平成23年４月同社薄板事業部部長

平成24年10月同社社名変更 新日鐵住金株式会社薄板

事業部薄板企画部長
平成27年４月同社薄板事業部薄板営業部長 現在に至

る

12
みやくす かつひさ

宮 楠 克 久
(昭和30年９月３日生)

昭和55年４月日新製鋼株式会社入社

－株

平成13年６月同社ステンレス事業本部周南製鋼所冷延

精製部長
平成14年10月同社ステンレス事業本部周南製鋼所生産

管理部長
平成15年６月同社周南製鋼所生産管理部長

平成17年４月同社執行役員周南製鋼所長

平成19年４月同社執行役員技術総括部長

平成20年４月同社執行役員商品開発部長

平成22年４月同社常務執行役員名古屋支社長

平成25年４月同社常務執行役員

平成26年６月同社取締役常務執行役員

平成27年４月同社代表取締役副社長執行役員 現在に

至る
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(注) 1. 森谷英之、大西利典、宮楠克久の各氏は社外取締役候補者であります。
① 取締役候補者森谷英之氏は、日本鐵板株式会社の代表取締役社長を兼任しており、当

社は同社と原材料取引等の関係があります。
② 取締役候補者大西利典氏は、新日鐵住金株式会社の業務執行者を兼任しており、当社

は同社と原材料取引等の関係があります。また、同氏は日本鐵板株式会社の社外取締
役を兼任しております。

③ 取締役候補者宮楠克久氏は、日新製鋼株式会社の代表取締役副社長執行役員を兼任し
ており、当社は同社と原材料取引等の関係があります。

2. 社外取締役候補者とした理由は以下のとおりであります。
① 取締役候補者森谷英之氏は、日本鐵板株式会社における取締役としての豊富な知見・

経験等を当社経営全般に対し活かしていただくため、社外取締役として選任をお願い
するものであります。なお、同氏の当社取締役に就任してからの年数は、本定時株主
総会終結のときをもって１年であります。

② 取締役候補者大西利典氏は、直接企業経営に関与した経験はありませんが、その職務
を適切に遂行していただくだけの経営に関する高い知見を有しており、新日鐵住金株
式会社における豊富な経験と幅広い見識を当社経営全般に反映していただくため、社
外取締役として選任をお願いするものであります。

③ 取締役候補者宮楠克久氏は、日新製鋼株式会社における取締役としての豊富な知見・
経験等を当社経営全般に対し活かしていただくため、社外取締役として選任をお願い
するものであります。

3. 当社は、森谷英之氏との間で会社法第423条第1項の責任について、社外取締役が職務を行
うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、同法第425条第1項に定める最低責任限度額
を限度とする旨の責任限定契約を締結しております。
なお、同氏の再任が承認された場合には契約を継続する予定であります。また、大西利典、
宮楠克久両氏の選任が承認された場合、両氏との間で同様の契約を締結する予定でありま
す。
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第３号議案　監査役１名選任の件
本定時株主総会の終結のときをもって監査役３名のうち松本宏之氏

が任期満了となりますので、監査役１名の選任をお願いするものであ
ります。
なお、本議案の提出につきましては、予め監査役会の同意を得てお

ります。
監査役候補者は次のとおりであります。

氏 名
(生年月日)

略歴、当社における地位
(重 要 な 兼 職 の 状 況)

所 有 す る
当社株式の数

く り た し ゅ う じ

栗 田 修 二
(昭和24年６月１日生)

平成21年６月 当社取締役名古屋支店長

7,000株平成25年５月 当社常務取締役東京支店長

平成26年６月 当社顧問 現在に至る

第４号議案　補欠監査役１名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠

監査役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案の提出につきましては、予め監査役会の同意を得てお

ります。
補欠監査役候補者は次のとおりであります。

氏 名
(生年月日)

略 歴、 当 社 に お け る 地 位
(重 要 な 兼 職 の 状 況)

所 有 す る
当社株式の数

ゆ き の せ い じ

幸 野 誠 司
(昭和36年１月10日生)

昭和58年４月 新日本製鐵株式會社入社

－株

平成９年７月 同社大分製鐵所生産管理部外注購買グル

ープリーダー

平成19年４月 同社棒線事業部棒線営業部次長

平成21年６月 同社棒線事業部室蘭製鐵所総務部長

平成23年４月 同社経営企画部関連会社グループ部長

平成24年10月 同社社名変更 新日鐵住金株式会社関係

会社部上席主幹

平成27年４月 同社関係会社部部長 現在に至る

(注) 1. 幸野誠司氏は社外監査役候補者であります。
2. 幸野誠司氏は、直接企業経営に関与した経験はありませんが、その職務を適切に遂行して

いただくだけの経営に関する高い知見を有しており、新日鐵住金株式会社における豊富な
職務経験と幅広い見識はもとより、グループ会社の経営管理の立場より社外監査役として
の職務を適切に遂行していただけるものと判断いたし、選任をお願いするものであります。

3. 当社は、社外監査役との間で会社法第423条第１項の責任について、社外監査役が職務を行
うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、同法第425条第１項に定める最低責任限度額
を限度とする旨の責任限定契約を締結できる旨を定款に規定しております。
幸野誠司氏が監査役に就任された場合には当社と同氏との間で責任限定契約を締結する予
定であります。
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第５号議案　退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
本定時株主総会の終結のときをもって任期満了により取締役を退任

される大内力男氏及び同じく監査役を退任される松本宏之氏に対し、
その在任中の労に報いるため、当社所定の基準にしたがって、相当額
の範囲内で退職慰労金を贈呈いたしたいと存じます。
その具体的金額、贈呈の時期、方法等につきましては、退任取締役

分は取締役会、退任監査役分は監査役の協議にそれぞれご一任いただ
きたいと存じます。
退任取締役及び退任監査役の略歴は次のとおりであります。

氏 名 略 歴

お お う ち り き お

大 内 力 男

平成23年６月 当社取締役名古屋支店長

平成26年４月 当社常務取締役名古屋支店長

平成27年４月 当社取締役 現在に至る

　ま つ も と ひ ろ ゆ き
平成22年６月 当社監査役（常勤） 現在に至る

松 本 宏 之

　 以 上
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〈メ モ 欄〉
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三田駅
至新橋 至東京 至浜松町

鹿島橋

東京工業大学
附属科学技術高等学校

港芝浦郵便局

ホテルヴィラ
フォンテーヌ
田町

芝浦工業大学新芝橋

港区スポーツ
　　センター

ローソン

八千代橋

百代橋

至品川

至品川

札ノ辻橋

至羽田空港

沖電気工業

グランドパレス田町

ジャパンタイムス

芝浦クリニック
三田警察署

MS芝浦ビル

ホテルJALシティー

モ
ノ
レ
ー
ル
羽
田
線

新
芝
運
河

第
一
京
浜

都
営
浅
草
線

旧海岸通り

山
手
・
京
浜
東
北
線

田
  
 町

第66期定時株主総会会場
ご 案 内 図

東京都港区芝浦四丁目13番23号MS芝浦ビル11階

三晃金属工業株式会社本社会議室

電話 03（5446）5600

・JR「田町駅」芝浦口（東口）より徒歩10分

・都営浅草線「三田駅」より徒歩13分
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